
京都市看護師入学一時金給付要綱 

 
（趣旨） 

第１条 この要綱は、京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）及び京都市

補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、京都市看護師修学資金融資要綱

第１８条に規定する入学一時金（以下「入学一時金」という。）の給付に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

（用語） 

第２条 この要綱において使用する用語は、条例及び京都市看護師修学資金融資要綱において使

用する用語の例による。 

（給付の目的） 

第３条 入学一時金は、看護職員の質の向上及び本市の区域内における医療機関等の看護職員の

確保に資することを目的として給付する。 

（給付の対象） 

第４条 入学一時金の給付の対象者は、京都市看護師修学資金融資要綱に基づく修学資金の被融

資者のうち入学の日の属する年度に修学資金の融資を受けた者で、入学の日の１年以前から引

き続き本市の区域内に住所を有する者とする。 

（入学一時金の額） 

第５条 入学一時金の額は、１００，０００円を限度に、被融資者が在学する私立大学の入学料

の２分の１に相当する額とする。 

（給付の申請） 

第６条 条例第９条に規定する市長等が定める期日は、京都市看護師修学資金融資要綱第９条に

定める書類を在学する私立大学に提出する期日と同じとする。 

２ 条例第９条に規定する別に定める事項を記載した申請書は、看護師入学一時金給付申請書（第

１号様式）とし、在学する私立大学を通じて、市長に提出しなければばらない。 

（給付の決定） 

第７条 市長は、京都市看護師修学資金融資要綱第１１条第３項に定める通知を融資実施機関か

ら受け取り、又は申請者から融資の実施を書面等により確認した場合には、速やかに入学一時

金給付を決定するものとする。 

２ 市長は給付を決定したときは看護師入学一時金給付決定通知書（第２号様式）により、当該

給付金の給付の申請をした者に通知する。 

（補則） 

第８条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、所轄局長が定める。 

 

   附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。



第１号様式（第６条関係） 

                       

看護師入学一時金給付申請書 

 

（あて先）京都市長        年     月     日     

申請者の住所 申請者の氏名 

 

                    

   

京都市看護師入学一時金給付要綱第６条の規定により看護師入学一時金の給付を受けたい

ので関係書類を添えて申請します。 

給付を受けようとする金額                          円 

 

在学 

大学名 

大学          学部         学科 

年   月   日 入学 (  年生) 年   月  卒業予定 

上記在学大学へ支払われた入学金の額                     円 

 



第２号様式（第７条関係）                      

 

 
看 護 師 入 学 一 時 金 給 付 決 定 通 知 書 

 
 

                  様           年   月   日 

 
 京 都 市 長  門 川 大 作     ㊞ 

 

 

京都市看護師入学一時金給付要綱第７条の規定により通知します。 

入学一時金給付金額                 円 

 

 

 


